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都 市 基 盤 部 道 路 課

（第８７号議案）

特別区道路線の変更について

道路法に基づき、下記のとおり、特別区道路線の変更（以下「路線変更」という。）

を行う。

記

１ 路線変更の理由

本路線は、囲町地区地区計画における区画道路 1号として交通機能や防災機能を
担う道路であり、囲町東地区第一種市街地再開発事業に伴い、既存の特別区道路線

の終点を変更する必要があるため。

２ 路線変更の対象路線

① 路線番号 ２２－４４０

② 位 置 （従前）起点 中野区中野四丁目４番地

終点 中野区中野四丁目５番地

（従後）起点 中野区中野四丁目１０４番

終点 中野区中野四丁目１０６番

③ 延 長 （従前）６４．９９ｍ

（従後）６６．４１ｍ

④ 幅 員 （従前）１４．１３ｍ～１４．６９ｍ

（従後）１４．０２ｍ～１４．２３ｍ




